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南丹市の発足に伴い農業委員会も新しくスタートしま
した。616平方キロの広大な面積に加え、中山間地から
都市近郊までの多様な表情を有する南丹市ですが、農業
及び農業者の代表機関として、その責務を果たしていか
なければなりません。�
南丹市農業委員会だよりは、農家だけでなく南丹市民と
農業委員会をつなぐ架け橋としていきたいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。�

南 丹 市 農 業 委 員 会 だ よ り �
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ごあいさつ…………………………………………�
南丹市の新しい農業委員…………………………�
農業委員会関係書類の提出窓口…………………�
南丹市特産品マップ…………………………�
標準小作料を改訂しました………………………�
全国農業新聞をお読みください…………………�
農業者年金に加入しましょう……………………�
農地の転用・売買・貸借等は許可が必要です……�
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ご
あ
い
さ
つ�

　
南
丹
市
農
業
委
員
会
広
報
紙
「
な
ん
た
ん
」

の
発
刊
に
あ
た
り
、ひ
と
こ
と
ご
あ
い
さ
つ
を
申

し
上
げ
ま
す
。�

　
平
成
十
八
年
一
月
一
日
、三
万
六
千
有
余
人
の

熱
い
思
い
で
結
ば
れ
た
新
生
南
丹
市
の
発
足
に

伴
い
、管
内
四
委
員
会
も
必
然
的
に
統
合
さ
れ
、

南
丹
市
農
業
委
員
会
と
し
て
発
足
、早
々
一
月

五
日
に
初
総
会
を
開
催
し
、各
委
員
の
担
当
地

区
の
設
定
と
併
せ
部
会
構
成
を
行
い
、行
政
委

員
会
と
し
て
業
務
執
行
に
遺
漏
の
な
い
よ
う
組

織
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、専
任
の
事

務
局
体
制
の
設
置
を
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。�

　
幸
い
全
委
員
は
、優
れ
て
高
い
見
識
と
豊
か

な
経
験
と
併
せ
、地
域
信
望
も
厚
い
こ
と
か
ら
、

農
家
の
代
弁
者
と
し
て
皆
さ
ん
方
の
ご
期
待
に

お
応
え
で
き
る
も
の
と
信
じ
、日
々
の
活
躍
に

精
進
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。�

　
さ
て
、農
地
の
番
人
と
い
わ
れ
て
い
る
本
委

員
会
は
、農
地
の
権
利
移
動
、多
様
な
転
用
の

統
制
、貸
借
関
係
の
保
全
と
解
約
の
制
限
、小

作
料
の
標
準
額
の
設
定
等
の
主
管
業
務
に
つ
い

て
は
、主
観
を
越
え
た
客
観
的
事
実
を
検
証
し
、

厳
正
に
農
地
法
の
執
行
を
行
っ
て
い
ま
す
。�

　
ま
た
、無
断
転
用
、転
用
目
的
外
使
用
、放

置
農
地
等
の
悪
質
な
行
為
に
対
し
て
は
厳
し

く
改
善
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、合
併
に
よ
る

広
域
な
圏
内
で
の
実
態
把
握
が
至
難
な
一
面
が

あ
り
ま
す
の
で
、農
家
各
位
の
ご
協
力
を
お
願

い
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。�

　
一
方
、農
政
活
動
に
つ
き
ま
し
て
は
、そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
、集
落
内
で
生
産
基
盤
の
改
善
、水

利
関
係
や
環
境
保
全
等
の
地
域
課
題
と
併
せ
、

個
々
の
農
家
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
情
報
や
相
談
ご

と
に
つ
い
て
も
き
め
細
か
く
対
応
す
る
と
と
も

に
、課
題
別
に
整
理
を
行
い
、関
係
行
政
機
関

に
建
議
し
、政
策
に
反
映
で
き
る
よ
う
活
動
の

展
開
を
強
化
す
る
決
意
で
あ
り
ま
す
。�

　
今
、農
業
、農
村
を
取
り
巻
く
現
況
は
、市
場

競
争
原
理
を
根
幹
に
、農
政
の
構
造
的
大
転
換

期
の
さ
な
か
を
迎
え
て
お
り
、農
地
の
大
規
模

な
集
積
、多
様
な
担
い
手
の
育
成
、集
落
営
農

の
組
織
化
な
ど
が
焦
眉
の
課
題
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
、そ
の
推
進
が
精
力
的
に
図
ら
れ
て
い
ま

す
。�

　
当
南
丹
市
管
内
に
お
い
て
は
、中
山
間
地
域

を
含
む
条
件
不
利
地
域
や
零
細
農
家
が
数
多

く
、し
か
も
深
刻
な
担
い
手
不
足
や
高
齢
化
が

重
な
り
、こ
れ
ら
政
策
的
対
応
が
い
た
っ
て
厳
し

い
局
面
を
迎
え
て
い
ま
す
。�

　
当
委
員
会
と
し
ま
し
て
も
、正
し
い
実
態
認

識
の
も
と
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
実
態
に
整
合
す

る
生
産
計
画
を
支
援
す
る
た
め
市
農
政
と
の
一

体
化
を
さ
ら
に
強
め
、地
域
農
業
の
持
続
的
な

発
展
を
目
指
し
、全
委
員
決
意
を
新
た
に
い
た

し
て
い
ま
す
の
で
、今
後
と
も
変
わ
ら
ぬ
ご
指
導
、

ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、

ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。�

南丹市�
農業委員会�
会長�

西岡　香�

ご
あ
い
さ
つ�

　
新
市
発
足
に
伴
い
、合
併
特
例
法
に
よ
り
南

丹
市
農
業
委
員
会
に
美
山
選
挙
区
よ
り
委
員

の
一
人
と
し
て
参
画
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。�

　
旧
町
に
お
い
て
、委
員
会
の
一
員
と
し
て
活
動

は
し
て
お
り
ま
し
た
も
の
の
、誠
に
微
力
で
あ
り
、

本
市
の
委
員
と
し
て
ど
れ
だ
け
そ
の
任
務
に
耐

え
ら
れ
る
か
不
安
で
は
あ
り
ま
す
が
、委
員
の
一

人
と
し
て
、で
き
う
る
限
り
努
力
し
た
い
と
思
い

ま
す
。�

　
近
年
、農
業
を
取
り
巻
く
諸
情
勢
は
誠
に
厳

し
い
こ
と
は
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん

が
、平
成
十
九
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
ま
す
新
農

業
政
策
に
い
た
っ
て
は
、そ
の
概
要
は
見
え
て
き

た
も
の
の
、細
部
に
わ
た
っ
て
は
ま
だ
不
明
確
と

も
い
え
る
点
が
多
く
、今
回
の
政
策
に
対
す
る

京
都
府
の
対
応
も
明
ら
か
と
は
言
い
が
た
い
と

こ
ろ
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。�

　
一
方
、旧
四
町
の
取
り
組
み
を
継
承
す
る
と
は

言
う
も
の
の
、合
併
後
の
細
部
調
整
を
必
要
と

す
る
も
の
も
多
く
、園
部
、八
木
地
域
の
よ
う
に

市
街
化
区
域
を
有
す
る
地
域
と
、中
山
間
地
域

で
あ
る
日
吉
、美
山
地
域
で
は
、農
業
振
興
の

上
で
差
異
が
予
想
さ
れ
ま
す
。�

　
さ
ら
に
、全
市
的
に
、農
業
者
の
高
齢
化
問

題
や
担
い
手
育
成
、集
落
営
農
の
取
り
組
み
、農

地
管
理
、荒
廃
農
地
の
防
止
、土
地
利
用
の
あ

り
方
等
々
、農
業
委
員
会
に
課
せ
ら
れ
た
問
題

の
多
さ
と
と
も
に
、農
家
か
ら
の
期
待
と
要
求

は
大
な
る
も
の
が
あ
り
、ま
た
一
方
で
、多
く
の

集
落
に
お
い
て
農
地
余
り
が
発
生
し
つ
つ
あ
る

現
実
が
あ
り
ま
す
。�

　
こ
の
よ
う
に
多
く
の
課
題
を
有
す
る
と
き
に

こ
そ
、委
員
会
の
指
導
力
が
要
求
さ
れ
、力
量

が
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。�

　
六
一
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
り
の
地
域
に
市

街
化
区
域
と
中
山
間
区
域
の
両
方
を
有
す
る

中
に
あ
っ
て
、委
員
三
十
七
名
で
全
集
落
を
分

担
す
る
現
実
に
お
い
て
、農
家
の
皆
様
を
は
じ

め
農
家
組
合
、農
事
組
合
等
に
多
く
の
ご
迷
惑

を
お
か
け
す
る
場
合
が
予
想
さ
れ
ま
す
。�

　
こ
の
よ
う
な
時
期
、本
市
農
業
委
員
会
第
一

回
総
会
に
お
い
て
会
長
職
務
代
理
と
い
う
重
責

を
拝
命
い
た
し
、事
の
重
大
さ
を
痛
感
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。�

　
六
月
末
日
ま
で
の
任
期
で
あ
り
ま
す
が
、で

き
う
る
限
り
の
努
力
を
い
た
し
、本
市
農
業
委

員
会
体
制
確
立
に
努
め
た
く
思
い
ま
す
。�

　
農
家
の
皆
様
、農
家
組
合
、農
事
組
合
、そ
し

て
関
係
機
関
の
ご
指
導
、ご
協
力
、ご
支
援
を

切
に
お
願
い
し
、ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。�

南丹市�
農業委員会�
会長職務代理�

清水　宏�
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選   挙   区�

農業共済組合�

園部町�

園部町�

園部町�

園部町�

園部町�

園部町�

園部町�

園部町�

園部町�

土地改良区�

農業協同組合�

八木町�

八木町�

八木町�

八木町�

八木町�

八木町�

越方・佐切・熊原・大戸・�
船岡・高屋�

�

担　当　地　区� 担　当　地　区�

埴生・殿谷・若森・南大谷�

天引・法京�

黒田・横田�

曽我谷・千妻・新堂・熊崎・�
瓜生野�

竹井・大西・船阪・仁江・宍人�

城南町・小桜町・美園町・�
栄町・小山西町・小山東町�
上木崎町・河原町・木崎町・�
内林町・元町�

口司・口人・半田�

大河内・南八田�

氷所・青戸�

船枝・室橋・山室�

八木・垣内・柴山・八木嶋・�
大薮・南廣瀬�

諸畑・野条・池上�

北屋賀・屋賀・観音寺�

神吉�

日置�

西田・北廣瀬・刑部�

美里・室河原・鳥羽・木原・�
池ノ内・玉ノ井�

東胡麻・中村・角本・�
上胡麻（大戸・塩貝・木戸）�

木住・生畑・殿田・中世木�

彰徳・興風・和田・新シ・�
片野・田原駅前�
佐々江（上・中・下）・東谷・海老谷・
吉野辺・中組�
保野田（上・下）・�
志和賀（東・中・西・八栄）�
畑郷（1・2・3）・駅前・新町・�
中野辺・駒野・上胡麻（広野1・2）�
又林・下平屋・上平屋・安掛・�
野添・長尾・深見・荒倉・内久保�
原・板橋・宮脇・下吉田・島・長谷・
上司・和泉・静原�
南・北・中・河内谷・下・知見・�
江和・田歌・芦生・白石・佐々里�
高野・鶴ヶ岡・豊郷・�
盛郷・福居�
萓野・大野・岩江戸・川谷・�
肱谷・小渕・向山・樫原・音海�
南・北・中・河内谷・下・知見・江和・田歌・
芦生・白石・佐々里・又林・下平屋・上平屋・
安掛・野添・長尾・深見・荒倉・内久保・原・
板橋・宮脇・下吉田�
島・長谷・上司・和泉・静原・高野・
鶴ヶ岡・豊郷・盛郷・福居・萓野・
大野・岩江戸・川谷・肱谷・小渕・
向山・樫原・音海�

  氏　　名�

西岡　　香�

野村　　健�

奥村　泰之�

西井　俊夫�

中　　陽一�

片山　有美�

西垣　鎭雄�

野中　　好�

田井　　昭�

西田　安夫�

森田　　聰�

人見　保夫�

関岡　吉夫�

秋田　　武�

明田　　卓�

平井　一三�

谷口　　武�

浅田　　均�

選   挙   区�

八木町�

八木町�

日吉町�

日吉町�

日吉町�

日吉町�

日吉町�

日吉町�

美山町�

美山町�

美山町�

美山町�

美山町�

美山町
�

�

�
美山町�

  氏　　名�

若井　勝美�

岸上　　進�

谷口　成生�

吉田　陽子�

大沢　泰一�

吉田　清一�

船越　洋志�

松尾　武治�

清水　　宏�

樋口　保夫�

曽利　   修�

藤田　　博�

梅津　義明�

高野　　紘
�

�

�
寺井　憲治�

（園部町）�

(選任団体) (選任団体)

（園部町）�

�（八木町）�

※農地法第3条の規定による許可申請案件や非農地証明許可申請案件等においては、委員ごとに担当地区を

定めており、案件においては担当委員さんと相談していただくこととなります。     �

※以上33名の委員（選挙委員30人・選任委員3人）に加え、3月市議会において4名の議会推薦委員が選任され、

計37人の体制となります。また、これに伴い、担当地区の一部変更が生じる予定です。�

農業委員会事務局は、本庁2号庁舎3階にあります。�
　関係書類の提出につきましては、直接事務局までお持ちいただ
いてもけっこうですし、各支所産業振興課でも受付いたします。�
　また、耕作証明等の交付は支所窓口で直接申請していただき、
即時交付できますとともに、許可書等を支所窓口でお受け取りい
ただくこともできます。      

農業委員会事務局　　℡.0771-68-0067�

園部支所産業振興課　℡.0771-68-001 2�

八木支所産業振興課　℡.0771-68-0023

日吉支所産業振興課　℡.0771-68-0033�

美山支所産業振興課　℡.0771-68-0042      
南丹市八木町内の方は、42-2300で八木支所へかけて�
いただきますと、内線で産業振興課へおつなぎいたします。�

�

及び�

について�

委員の任期は今年6月30日までです。�
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９�

４７７� ４７７�

１６２�

３７２�

京都縦貫�
自動車道�

そのべ�

南丹市役所�
本庁・園部支所�

南丹市役所�
八木支所�

南丹市役所�
日吉支所�

南丹市役所�
美山支所�

ふなおか�

ひよし�

ごま�

しんきゅう�
だいがくまえ�

よしとみ�

やぎ�

園 部�

日 吉�

美 山�

るり渓�

明治鍼灸大学・�
同附属病院�

南丹市園部公園�
陸上競技場�

南丹市国際交流会館� 公立南丹病院�

かやぶきの里�

芦生原生林�

美山町自然文化村�

八 木�

南丹市日吉 山の家�

南丹市美山芦生山の家�

八木城跡�

南丹市八木農村環境公園�
「氷室の郷」�

府民の森 ひよし�

日吉ダム�

大野ダム�

南丹市美山大野ダム公園�

清源寺（木喰仏）�

神田の水（美山名水）�

南丹市日吉町生涯学習センター�
「遊youひよし」�

園部城跡�

三国岳�
959ｍ�

南丹市美山かやぶき美術館�

スプリングスひよし�

るり渓温泉�
「心と身体の癒しの森」�

深山�
791ｍ�

※ここでご紹介しているのは、「京のブランド産品21品目」に指定されているもので、比較的大

規模に生産されているものです。�

　これら以外に小規模に栽培されている品目や地域があるかもしれませんがご了承願います。�

※春菊については「京のブランド産品21品目」指定ではありませんが、園部町において特産地

化を目指し比較的大規模に生産されていますので、合わせてご紹介します。�

　黒大豆、小豆、栗は、丹波を代表する産
物として全国的に有名で、管内全域で広
く生産されています。��
　その味、粒の良さの秘訣は、丹波地方の気候風土（昼と夜の温度差が
大きい）によるところが大きいとされています。�

　紫ずきんは、最高の品質を誇る京都の
丹波黒大豆（新丹波黒）の改良品種です。��
　サラダやかき揚げにしてもおいしい
ですが、なんといっても枝豆は最高で、
ビール党でなくても顔がほころびます。�
　最高級黒大豆を枝豆で食べるのは、あ
る意味最高の贅沢かもしれません。（南
丹市全体で京都府下の約2割を生産）�

　伏見とうがらしは、江戸時代初期の書物にもその存在が記
載されていて、かなり古くから伏見付近を中心に栽培されて
きたようです。とうがらしの中では最も長くなる品種です。��
　南丹市内では、量の大小はありますが4町で栽培されてい
ます。特に、園部町、八木町での生産量は多く、南丹市全体で
は京都府下全体の約6分の1を生産しています。�

　春菊は、独特の芳香で鍋料理には欠
かせない野菜です。�
　最初は、飛鳥時代に中国から薬用として
入ってきたそうですから、きっと体にもよい
のでしょう。�
　南丹市では、園部町で多く生産されています。
�

　京都でのねぎ栽培の歴史は古く、約1300年前
に導入されたとの記録があります。��
　九条ねぎは、日本のねぎの代表品種であり、葉
の内部のぬめりが、甘みとやわらかさの秘密です。
　京都市の南区九条あたりで多く栽培されてい
たのが名前の由来となっています。��
　南丹市では八木町で生産されており、京都府
下全体の2割強を生産しています。�

　やまのいもは、「つくねいも」
ともいわれ、古くから、現在
の宮津市近辺で栽培されて
いました。�

 やまのいもは、滋養強壮に効果があるといわれるくらい
ヘルシー野菜の代表格です。�
　八木町で多く栽培されています。�

　葉に深い切れ込みがあるのがみず菜の特徴です。�
　江戸時代の書物に、京都南部の東寺や九条あた
りに良質のみず菜が栽培されていたことが記さ
れています。��
　京都のみず菜は、葉柄が繊細で細く白く、緑の
葉とのコントラストが大変美しい野菜です。�
　南丹市では、園部町、八木町、美山町で生産され
ており、特に八木町での生産が多くなっています。
�（南丹市全体で京都府下の約4分の1を生産）�

　豊かな自然環境を誇る南丹市は、丹波高原の土質、気候風土の恩恵を受け、古来より優れた農産物を産出

してきました。その代表的なものは、丹波まつたけや黒大豆、小豆で、これらはいずれも全国的に有名です。�

　これらに加え、平成元年前後から京都の伝統野菜の生産拡大、ブランド化が進められました。�

　私たちのふるさと・南丹市管内では、どのような京野菜が作られているのか、ご紹介します。�

豊かな自然環境を誇る�南丹市�

　壬生菜は、江戸時代後期に、みず菜の
自然交配でできたといわれ、現在中京区・
壬生寺付近で多く栽培されていたことからこの名がつきました。�
　壬生の新撰組の屯所で、土方歳三や沖田総司も激戦のなか、食
していたかもしれませんね。��
　みず菜との見分け方は、葉がギザギザになっているのがみず菜、
ほうれんそうのように丸くなっているのが壬生菜です。��
　京都府下ではほとんどが日吉町で栽培されています。�

45
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　標準小作料は、小作契約での小作料の目安となるもので、原

則として3年経過ごとに見直しが行われます。�

　今年がその改訂の年に当たり、このたび下記の通り改訂さ

れましたのでお知らせします。�

　なお、標準小作料は、あくまで「標準」であり目安ですので、

実際に賃貸借契約を結ばれるときは、貸し手、借り手で十分話

し合いいただき、お互いが納得のいく金額で契約してください。�

※この標準小作料は、平成18年の支払い小作料から適用してください。�

※基準作物は水稲です。�

※畑の標準小作料額は設定していません。�

※農地の区分は旧町等の地域的な区分、またはほ場整備事業が実施されているかどうか

の区分ではなく、10アールあたりの基準収量による区分です。この区分に該当しない収

量である場合、例えば収量が510kgであるような場合は、A区分の標準額とB区分の標準

額の中間を標準額とするなど、弾力的な対応をしていただければけっこうです。�

※実際の契約小作料額が標準額よりも著しく高い場合は、農地法の規定により減額勧告

される場合があります。�

�

農地の区分
�

�

A区分農地�

B区分農地�

C区分農地�

10aあたりの�

基準収量�

540kg�

480kg�

440kg�

�

標準小作料�

(10aあたり)�

8.000円�

4.000円�

1.000円�

�

田　の　部�

改訂の�
お知らせ�

お問い合わせは、南丹市農業委員会事務局（TEL.0771-68-0067）まで�

全国農業新聞を読みましょう�

発行所　　全国農業会議所�

発行日　　毎週金曜日�

購読料　　月額600円�

　新しい農業・農村・農政の動き、農業経営と経済、�
暮らしの情報がてんこ盛りの情報誌、�

「全国農業新聞」をぜひお読みください。�
お申し込みは農業委員会事務局まで。�

　品目横断的経営安定対策など、農業を取り巻く環境が大きく変わろうとしています。�
　こうした中、情報の先取りがこれからの農業経営を左右するといっても過言ではないですね。�
�

農業者
年金の農業者
年金の
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�

農 業 者 年 金 を 受 給 さ れ て い る 方 へ �

　総務省の家計調査によれば、世帯主が65歳以上で家族が2人以上の世帯で

は、1ヵ月に必要な生活費は約27万円となっています。�

　老後生活の基礎となる国民年金は、40年加入した場合でも給付月額は6万

6千円で、夫婦2人合わせても必要額の半分にしかなりません。�

　そのため、サラリーマンが加入する厚生年金のように、国民年金に上乗せし

て加入できる制度として「農業者年金」制度があります。�

　農業者年金は、農業者だけが加入でき、保険料の手厚い国庫助成があるなど

メリットの大きい年金制度です。�

農業者年金に�
加入しましょう�

長期に安定した�
制度ですのよ�

　将来の年金受給に必要な原資をあら
かじめ自分で積み立てる積み立て方式
の「確定拠出型」ですので、少子・高齢化
等に影響されません。�

農業に従事する人だけが�
加入できるんじゃよ�

　農業者年金に加入できるのは、国民
年金の第1号被保険者で、年間60日以
上農業に従事する60歳未満の人です。�
　農地を持っていない人や、配偶者な
どの家族従事者も加入できます。�

保険料は自由に�
選択できますわよ�

　毎月の保険料は2万円を基本として、
最高6万7千円まで自由に決められます。�

意欲ある担い手は�
保険料助成が�

受けられるんじゃよ�
　認定農業者や認定就農者など、一定の
条件を満たす意欲ある担い手農業者には、
基本保険料のうち国から最高半額の助
成が受けられます。�

80歳までの保証が�
付いた終身年金ですのよ�
　年金は終身年金、すなわち、受給者が亡くな
るまで給付されます。�
　仮に、80歳になる前に亡くなられた場合は、
80歳までに受け取れるはずの農業者老齢年
金を、死亡一時金として遺族の方が受け取れ
ます。�
�

税制面でも有利じゃよ�
　納付した保険料は、全額、所得税の社会保険
料控除の対象となります。（民間の個人年金の
場合は、控除額の上限は5万円です）�
　また、将来受け取る農業者年金も公的年金等
控除が適用されます。�

農業者
年金の農業者
年金の農業者
年金の

メリット�

　農業者年金を受給されている方は、毎年6月30日

までに「現況届」を提出することになっています。�

　現況届が提出されないと、提出されるまでの間、農

業者年金の支給が一時停止となりますので、お忘れ

のないようにご注意ください。�

現況届の提出を�
お忘れなく�

魅力いっぱい 農業者年金�
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農
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治
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吉
町
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業
委
員
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お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。�

　
ま
た
併
せ
て
、第
十
五
回
京
都

府
農
業
委
員
会
広
報
コ
ン
ク
ー
ル

の
表
彰
が
行
わ
れ
、金
賞（
京
都
府

知
事
賞
）に
輝
い
た
旧
美
山
町
農

業
委
員
会
が
表
彰
を
受
け
ら
れ
ま

し
た
。�

ら�

お�
し�

せ�

農地の転用・売買・貸借等は
許可が必要です�

　農地を自由に売ったり、貸したり、転用（農地以外のものにすること）

することについて、「自分の農地だから許可や届がなくても自由にできる」

と思っておられる方はありませんか。�

　農地を自由に売ったり、貸したり、転用するときには『農地法』に基づ

く手続きが必要です。�

　農地法は、耕作者の農地の取得を促進し、その権利を保護するとともに、

優良農地を守り、農地の効率的な利用を図るために制定された法律です。�

�

※許可書が交付されるまでは、売買や転用等の行為はできません。�

※申請書の締切日は毎月20日（休日の場合はその前日）で、書類が整っている場合は翌月の農業委員会

（おおむね5日ごろ）にかけられます。�

※農地の転用の場合や、南丹市外に在住の方が農地を取得される場合は、農業委員会で意見決定の後、

京都府知事へ進達されます。�

※いずれにしても、農地の売買や転用等をお考えの場合は、早い目に農業委員または農業委員会事務局

までご相談ください。�

●農地の転用とは、農地を住宅、車庫、工場、倉庫、資材置場、駐車場、

山林など、農地以外のものに用途を変更することです。�

●農業振興地域の整備に関する法律に規定する「農用地区域内」の農

地の場合は、転用の申請に先立ちその除外手続きが必要となります。�

●市街化区域内の農地の転用は、届出の手続きになります。�

●譲受人（借人）の耕作面積が、申

請地を含めて一定以上ないと

いけない（下限面積要件といい

ます）等の要件があります。�

�

農地を、耕作目的で�
売買したり貸し借り

するときは�

自分名義の農地を�
転用するときは�

他人名義の土地を買うか
借りるかして�
転用するときは�

3条申請�

▼�
4条申請�

▼�
5条申請�

▼�

表
　
彰�

　
農
地
を
耕
作
目
的
で
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買
し
た
り

貸
し
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り
す
る
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合
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受
人
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耕
作
面
積
要
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下
限
面
積
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、美
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で
四
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三
〇

ア
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ル
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。�

　
四
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。�

許可証�
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